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無許可で建てたとイスラエル軍に家を取り壊された女性
©Ahmad Al-Bazz

パレスチナ人に対するイスラエルのアパルトヘイト

家を破壊して進められる入植政策、パレ

スチナ人を司法手続きなしに拘束する行

政拘禁など、パレスチナ人に対するイス

ラエルの数々の人権侵害を糾弾してきま

した。こうした過去の調査の蓄積を基

に、新たに膨大な公的文書を分析し、多

くの専門家や機関に話を聞き、イスラエ

ルの差別的・排他的な法律・政策が国際

法上の犯罪であるアパルトヘイトに相当

するものかどうか、という視点で調査を

実施。2017年７月から2021年11月に

かけて行った非常に広範な調査の結果、

イスラエルがパレスチナ人に対して行っ

ている人権侵害は、明らかにアパルトヘ

イト犯罪だと、結論付けました。

アパルトヘイトとは、１つの人種集団

が他の人種集団を支配する目的で、日常

的に組織的な抑圧を行っている状況を指

します。単なる比喩ではありません。国

際法で明確に禁じられている重大な人権

侵害であり、「人道に対する罪」なのです。

イスラエルのアパルトヘイトの柱は、

パレスチナ人の存在と土地・資源利用を

制限・削減することです。そして人口の

優位性を確保し、パレスチナ人を政治・

経済・社会活動から排除することで支配

を維持し続けています。エルサレムで人

口の少なくとも６割をユダヤ人とするこ

とが掲げられるなど、多数派確保の具体

的な目標設定まであります。この特集で

は、アパルトヘイトがパレスチナ人の

「アパルトヘイト」と聞いてみなさんが

頭に思い浮かべるのは、南アフリカ共和

国で40年以上行われていた人種隔離政策

ではないでしょうか。当時の南アフリカ

では、「白人」が「非白人」を管理・支配

するために、住む場所から仕事、学校、

移動手段、さまざまな施設や店の利用な

ど、生活のあらゆる場面で、法律や制度、

慣行で白人と非白人を分け、白人を優遇

し、非白人を徹底的に差別していました。

南アフリカのアパルトヘイトは1990

年代半ばに終わりを告げました。だから

といって、他の場所で起こり得ないとい

うわけではありません。

ここ数年、イスラエルが行っているこ

とはパレスチナ人に対するアパルトヘイ

トではないかという議論が高まってきて

います。イスラエル国内とイスラエルに

占領されたパレスチナ自治区では、パレ

スチナ人は土地を追われ、家を追われ、

法律、壁やフェンス、検問所によって分

離され、隔離されています。そして、常

に恐怖と不安の中で暮らし、貧苦を強い

られているのです。一方、ユダヤ系イス

ラエル人の住民はイスラエル当局によっ

て、生活のほぼすべての面でパレスチナ

人より優遇されています。これは果たし

てアパルトヘイトなのでしょうか。

アムネスティはこれまで、イスラエル

による占領下のガザ地区に対する軍事攻

撃と軍事封鎖、パレスチナ人の暮らしと

日々の暮らしにどれほど残酷な影響を及

ぼしているかを、お伝えします。

家を建てては自分で壊す
パレスチナの人がイスラエルで、ある

いは占領地のうち同国が完全支配する地

区で何かを建てるには、イスラエル当局

の建築許可が必要です。しかしこの許可

はめったにおりません。パレスチナの人

たちは仕方なく、無許可で家を建てるし

かありません。そしてイスラエル当局は、

その家は違法だと取り壊します。取り壊

し費用は、家を建てた人の負担です。罰

金も科されます。罰金は最大で９万３千

ドル（約1,100万円）、取り壊し費用は最

大３万ドル（約360万円）。罰金と取り

壊し費用を払うより安上がりだと、自分

で家を壊す人も少なくありません。自分

で建てた家を自分で壊すしかないという

理不尽さ――アパルトヘイトによるパレ

スチナ人の苦しみが、端的に表れている

例だと言えます。

占領地区のひとつ、ヨルダン川西岸地

区では毎週平均12軒のパレスチナ人の

家や建物が取り壊されています。

家を持つことが許されないだけではあ

りません。そもそも、土地が借りられませ

ん。持っていた土地もイスラエル政府に

取り上げられてしまいました。イスラエル

には「公共目的」のために財務大臣が土

地を収用できる法律、家を追われたパレ

スチナ人所有の財産を没収できる法律が

あります。イスラエルと、イスラエルが一

方的に併合を宣言した東エルサレムでは、

この法律を使って、１万軒以上の店舗、

２万５千棟の建物、土地のほぼ６割が没

収されたという試算があります。パレスチ

ナ人から取り上げた土地は国有地となり

ますが、ほとんどがユダヤ人の街や地域

開発に割り当てられています。国有地の

８割で、パレスチナ人が土地を借りるこ

とは、事実上、不可能となっています。

学校に行くのにも 
許可が要る

ヨルダン川西岸地区とイスラエルの境

界線には、「分離壁」が建設されていま

す。建設は、イスラエルの占領支配に対

する抵抗運動「インティファーダ」の

後、治安上の理由を名目に始まりまし

た。壁の建設は停戦ライン（グリーンラ

イン）を超えて占領地の西岸地区の内側

にかなり入り込んで進んでおり、全長は

グリーンラインの倍以上の約700キロ

メートルとなる計画です。グリーンライ

ンと壁に挟まれた場所「シームゾーン」

には、38のパレスチナの村があります

が、ここで暮らす人たちは、孤立させら

れています。パレスチナ人は許可なく

シームゾーンに入ることができないた

め、自分の家から隣の村や近くの街に行

くにも、学校、病院、仕事に行くにも、

特別な許可が必要で、毎日、検問所で

チェックを受けているのです。畑に行く

のには、別の許可が必要です。

シームゾーンの中だけではありませ

ん。ヨルダン川西岸地区には、イスラエ

ル軍の検問所が至る所にあります。道路

にはゲートがあり、立ち入りができない

ようにあちこちに土
ど

嚢
のう

が詰まれ、パレス

チナ人の自由な行き来を妨げています。

イスラエル人の移動には、もちろん制

限はありません。

パレスチナ人はどこに住んでいる？

明白な格差
イスラエルの抑圧と支配は

パレスチナ人の貧困化が狙いです。
ガザ地区とイスラエルとの格差に

はっきりと表れています。

データ出典：�国連、イスラエル中央統計局、世界銀行
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225万人がイスラエルと東エルサレムに住んでいます。パレスチナ人は人口の
21％を占めていますが、住む場所は全体の3％程度の面積に限られています。

300万人は占領下のヨルダン川西岸地区に住んでいます。西岸地区はヨルダンの
統治下にありましたが、1967年にイスラエルが周辺のアラブ諸国に奇襲攻撃をかけ
て勝利し（第３次中東戦争）、この地区を軍事占領しました。この地区ではイスラエ
ルの違法な入植活動が進み、この50余年でパレスチナ人が立ち入ることができる土
地は40％になってしまいました。

200万人は、世界で最も人口密度の高い地域の一つであるガザ地区に閉じ込めら
れています。ガザ地区はエジプトの統治下にありましたが、1967年の第３次中東戦
争でイスラエルに占領されます。この地区にもイスラエルの入植地がありましたが、
2005年にイスラエルはガザから入植者と軍を撤退させ、事実上、ガザを放棄しまし
た。その代わり軍事封鎖し、人と物の出入りを厳しく制限しています。

そして340万人が、イスラエルと占領地の外で、主に近隣諸国の難民キャンプで
暮らしています。1948年のイスラエル建国宣言に伴い、これに反対する周辺諸国と
イスラエルとの間で戦争が勃発（第１次中東戦争・この結果、西岸地区はヨルダン
に、ガザ地区はエジプトに分割されまし
た）。80万人以上のパレスチナ人が故郷
と家を追われました。1967年の第３次
中東戦争でも35万人が難民となりまし
た。難民は、避難先で3代目、4代目とな
り、国連パレスチナ難民救済事業機関に
登録されているパレスチナ難民の数は、
現在では560万人に上ります。そのうち、
220万人は占領地で、340万人がイスラ
エルと占領地外で暮らしているのです。

支配維持のため、イスラエルはパレスチナ人同士を
引き離し、ユダヤ系イスラエル人からも隔離しています。

1948年の第１次中東
戦争後もイスラエルに
留まったパレスチナ人
の主な居住地 

1967年にイスラエルが
違法に併合

A 地区： パレスチナ国の単
独管理 

B 地区： パレスチナ国とイ
スラエル両国が管
理 

C 地区： イスラエルが完全
支配  違法な入植
地が最も多く、土
地の7割でパレス
チナ人は立入禁止 
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22.5万人

パレスチナ人

35万人

14年に及ぶ
軍事封鎖

パレスチナ人

200万人以上

イスラエル 

ガザ地区  東エルサレム

ヨルダン川
西岸地区 

ヨルダン川西岸地区に住む
パレスチナ人が立ち入れる土地 
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1967年の占領以来、イスラエルはヨルダン川西岸地区に、自国の市民の「入植地」を次々に建
設していきます。

第２次世界大戦後の1949年に発効した国際法のひとつジュネーブ条約は、占領下に置かれた弱
い立場の人びとの権利を守り、占領の固定化を防ぐ観点から、占領側の国民を占領地に移住させる
ことを違法だと定めています。武力で他人の土地を奪い、そこに人を移住させてしまえば占領状態
を解消することが難しくなるからです。

しかしイスラエルは、国際法違反の入植活動を非難する声や入植停止を求める国連安全保障理事
会決議を意に介さず、入植を拡大し続けています。

現在、政府による公式の入植地は132カ所、非公式
に開拓された場所も140カ所あります。入植地の中に
はスーパーや銀行、学校があり、路線バスが走ってい
るところもあります。一見、新興住宅地のようですが、
区画のまわりには有刺鉄線のバリケードが張り巡らさ
れ、入り口には検問所が設置され、武装したイスラエ
ル兵が警戒にあたっています。野山を造成して開発さ
れる新興住宅地と違って、入植地はパレスチナの人た
ちの家や畑や牧草地をつぶして建てられています。

アムネスティの最新の活動をお伝えします！ ウクライナ危機の
ウェビナーを開催しました！
２月24日、ロシアがウクライナに軍事侵攻したことは、世界中に衝撃を与
えました。この事態に対し、アムネスティはすぐさま行動を起こし、人権侵害
の証拠を記録し、分析し、糾弾しています。日本でも、ロシア当局に侵略を
やめるよう求める署名活動を開始し、緊急支援募金も呼びかけています。
３月10日には、日本のみなさんに、ウクライナで今、起きていること、日本
にいる私たちができることを伝えるために、ウェビナーを開催。アムネスティ・
ウクライナのダリナ・ミジナさんと、東京でウクライナ侵略に対する抗議活動
やデモを主催している在日ウクライナ人のサーシャ・カヴェリナさんを招いて、
お話を伺いました。その一部をご紹介します。

よりよいウクライナの未来をつくる 
その思いが私を支えています

ダリナ・ミジナさん
（アムネスティ・ウクライナ）

ロシアの軍事侵攻があったとき、ちょ
うど国外からリモートで仕事をしていま
した。３月初めに帰国する予定でしたが、
今となってはいつ帰れるのかわかりませ
ん。アムネスティ・ウクライナの同僚は

みんな無事です。キーウから逃れた人、国外に逃れた人もいますが、
そこからアムネスティの活動を懸命に続けています。

今、アムネスティ・ウクライナでは、ロシアの戦争犯罪、人権侵
害を監視し、世に訴えることに力を注いでいます。ウクライナで起
きているのは、とても恐ろしいこと。ロシアはマンションや産院な
ど民間の建物、民間人を攻撃し、子どもを含め大勢が亡くなり、負
傷しているのです。これは国際法上の戦争犯罪です。

今回の事態の背景として、ロシアの政府やメディアは、ウクライ
ナでは2014年から、ずっと紛争が続いているというプロパガンダ
を行っています。ですが、そんなことはまったくありません。
2014年と今では大きく状況が違います。人権運動や市民団体、
NGO、活動家の努力により、この８年で素晴らしい進展がありま
した。政治、経済、社会の変革が進み、人権、平等、多様性が尊重
されるようになり、政府はより透明性を持つようになりました。

こうした前進がすべて台無しにされていくのを目の当たりにする
のは、心が張り裂けそうです。これまで勝ち取ったものを再び手に
するには、途方もない時間がかかるでしょう。

世界中の人にわかってほしいのは、ロシアが言うように、ウクラ
イナでは憎しみや暴力が広がっていたわけではないということで
す。侵略を正当化するためのロシアの口実にすぎないのです。

家族や友人と一緒にランチを食べたり、キャリアや人生について
語りあったりした日常は一変しました。今は、平和で独立したウク
ライナをとにかく守る、ウクライナを再建する、という会話しかあ
りません。爆撃や銃撃の音を聞いて、武器の種類だったり、どれぐ
らい近くで起きているかがわかるようになったと言います。こんな
ことがわかるようになるなんて。特に子どもが……。

アムネスティは国境を越えて連帯を示すことで世の中を変えよう
という運動です。日本のみなさんにお願いしたいのは、ウクライナ
について信頼できる情報を得て広めてください。ウクライナの現状
について話し合ってみてください。もちろん、募金や署名活動への
参加もお願いできればと思います。 

泣いていても現状は変わらない 
とにかく今できることを

サーシャ・カヴェリナさん
（スタンド・ウィズ・ウクライナ運動の
日本支部共同創設者）

私はウクライナ東部のハルキウ出身で
す。日本に来てから、もう５年が経ちます。
今回の戦争が起きる前は、いたって普通の
人間で、フルタイムの仕事をしていました。

ですが、２月22日にすべてが一変しました。この日、プーチン
がドネツク州とルハンスク州の独立を承認しました。この２つは、
ロシアが2014年から占領していた地域です。翌日、ソーシャルメ
ディアでつながっていた人たちと一緒に、東京のロシア大使館前で
抗議のデモを呼びかけました。参加者にはウクライナ人だけではな
く日本の人も他の国の人もいました。

そして次の日、最悪の事態が起きました。ロシアがウクライナへ
の軍事侵攻を始め、複数の街を空爆したのです。私たちは、今度は
渋谷で抗議デモを行うことにしました。250人ぐらい集まればいい
なと思っていたのですが、2,000人もの人が来てくれました。日本
に暮らすウクライナ人の数がそれほど多くないことを考えると、驚
くべきことでした。その後、専用のSNS を立ち上げ、ボランティ
アを募り、募金を呼びかけました。３月５日に行ったデモでは予想
の倍の4,000人もの人が参加しました。募金も多く集まりました。
こんなにも多くの人たちがウクライナに思いを寄せてくれているこ
とには、本当に励まされます。

募金は、日本最大のウクライナ NPO である日本ウクライナ友好
協会を通じて、現地のボランティアや団体に直接送金しています。
募金を受け取った人たちや団体の活動は、SNS ですべて伝えてい
ます。自分たちの活動が実際にウクライナの人たちを救っているの
を見るのが、活動を続ける原動力となっています。

今後は、アーティストやメーカーなどの協力を得て、ウクライナ
をテーマにしたチャリティ・フェアを毎週行うことを計画中です。
チャリティ・オークションやコンサート、映画上映なども企画して
います。みなさんの中にアーティストの方やメーカーにお勤めの方
がいらしたら、一緒にこうしたチャリティ・イベントをやりませんか。 

また、募金だけでなく、支援物資も集める予定です。ウクライナ
の空港は閉鎖されているので、一番近い空港まで運んでそこから届
けることを考えていて、場所や手段を提供してくれる企業や個人、
作業に協力してくれるボランティアも募集しています。ぜひ、スタ
ンド・ウィズ・ウクライナまでご連絡いただければと思います。

家族に会えない

パレスチナ人には、住む場所によって

異なる４つの ID カードがあります。こ

の ID カードの種類により、行ける場所、

できることが決まってしまいます。

ガザ地区の住所が記された緑の ID

カードを持つ人は、「天井のない監獄」

と呼ばれる軍事封鎖されたガザ地区に閉

じ込められています。ここでは人はもち

ろん、医薬品から子どものおもちゃに至

るまで、物の出入りも、イスラエルに

よって厳しく管理されています。イスラ

エルや東エルサレム、ヨルダン川西岸地

区に家族がいたとしても、会いに行くこ

とはできません。

西岸地区の住所が書かれた緑のカード

を持つ人の移動については、前述の通り

です。東エルサレムやガザ地区に行くこ

とはできますが、軍の許可が必要です。

青い ID カードは、東エルサレムに住

むパレスチナ人のためのものです。イス

ラエルにもヨルダン川西岸にも行くこと

ができます。しかし、彼らはイスラエル

の市民ではなく、形ばかりの永住権を与

えられているに過ぎません。選挙権もあ

りません。海外留学や仕事などで東エル

サレムを長く離れると、在留資格がはく

奪され、戻ることができなくなります。

1967年以降、イスラエルは14,600人

以上のパレスチナ人の在留資格を取り消

しています。

イスラエルに住むパレスチナ人は、イ

スラエルの市民権を得ています。選挙へ

の立候補も投票もできます。移動も比較

的自由にできます。しかし国籍は与えら

れず、イスラエル人と同じ権利があるわ

けではありません。下級市民扱いされ、

さまざまな構造的差別を受けています。

こうして法的地位を分け、移動を制限

しているのは、ユダヤ系イスラエル人の

優位性が脅かされないように、パレスチ

ナ人社会を分断し、社会の形成・発展を

阻止するためです。家を持たせないことも

同様です。そして、それだけで十分では

ないとばかりに、2002年には結婚した相

とせず、イスラエルに対して意味のある

行動をとることを拒否してきました。一

方、反アパルトヘイトを訴えるパレスチ

ナの団体は、その活動に対する罰とし

て、長年にわたりイスラエルからの厳し

い弾圧に直面しています。2021年10

月、イスラエル当局はテロ対策法を悪用

して、主要人権団体を含む６つの著名な

団体を非合法化し、事務所を閉鎖し、職

員を拘束・起訴しました。

アムネスティの調査報告発表の後に、

被占領パレスチナ地域の人権状況に関す

る国連の特別報告者※も、アパルトヘイ

トにあたるとする報告書を出しています。

パレスチナ人に対するアパルトヘイト

の罪は、裁かれなければなりません。イ

スラエルの行為を見て見ぬふりをする

国、責任追及から同国を守り続けている

国は、アパルトヘイト体制を支援し、パ

レスチナ人の苦しみを悪化させていま

す。国際社会は現実を直視し、断固たる

行動をとるべきです。

アムネスティはイスラエル政府に対し、

パレスチナ人の家屋取り壊しと強制立ち

退きをやめるよう、署名活動を世界中で

行っています。同封のハガキまたは公式

ウェブサイトのオンラインアクションを活

用して、ぜひ、ご参加ください。

※特別報告者：国連人権理事会に任命され、特定の国や
テーマにおける人権状況に関して調査・報告・勧告する
専門家

パレスチナ人の土地と家を奪う入植活動

©the kincaidibles / CC BY 2.0

手とさえ一緒に暮らせないような法律を導

入しました。ガザ地区と西岸地区のパレ

スチナ人が結婚によってイスラエルや東

エルサレムで地位を得ることを禁止した

のです。昨年、同法の延長が否決されま

したが、政府は政策を維持する意向です。

イスラエル政府は、パレスチナ難民の

帰還受け入れも、一貫して拒否し続けて

います。

※※※

アムネスティは、ユダヤ人のための故

郷でありたいというイスラエルの願望に

異議を唱えているわけではありません。

ましてや、イスラエルの人たちを批判し

ているのでもありません。あくまで、パ

レスチナ人の権利を、国際法上の犯罪に

該当するレベルまで著しく踏みにじる政

策とそれを推し進めるイスラエル政府を

非難しているのです。

パレスチナ人は20年以上前から、国

際社会に対してイスラエルの支配はアパ

ルトヘイトだと訴えてきました。その結

果、パレスチナの人権団体や、最近では

イスラエルの人権団体による研究が進

み、イスラエルによるパレスチナ人の扱

いがアパルトヘイトであることが国際的

に広く認識されるようになっています。

しかし、各国政府、特にイスラエルの西

側同盟国は、こうした訴えに耳を貸そう

8 A m n e s t y  N e w s l e t t e r 9




